
協議第３１号 

 

   各種福祉制度の取扱いについて（その１） 

 
 各種福祉制度の取扱いについて承認を求める。 
 
  平成 19 年 3 月 1 日 提出 

 

熊本市・富合町合併協議会会長 幸 山 政 史 

 

 

各種福祉制度の取扱いについて 

 

 

１ 各種福祉制度のうち下記の熊本市のみの事業については、新市の事

業として継続する。 

  ・熊本市優待証 

  ・住宅改造居宅介護支援員派遣事業 

  ・生きがい推進事業 

  ・無料寝具乾燥事業 

  ・夏休み障害児・家族支援事業 

  ・母子家庭等日常生活支援事業 

 

平成１９年 ３月２９日    原案承認 ・ 修正承認 ・ 継続審議 

 



 

熊本市・富合町合併協議会 項目別調整内容 

作業部会名：健康福祉部会

協議項目 ３１ 各種福祉制度の取扱い 小項目名 １ 熊本市優待証 

調整方針 新市の事業として継続する 

 

調  査 現           況 

市町名 熊  本  市 富  合  町 

調整の具体的内容 

市
町
別
内
容 

 

高齢者、障害者及び被爆者の積極的な外出を支援し、健康で

生き生きとした生活を送っていただくよう、熊本市の公共施

設の入場料や市内を運行するバス・電車の利用を優待する熊

本市優待証（通称：さくらカード）を交付する。 

＜対象者＞ 

・70 歳以上の高齢者 

・3級以上の身体障害者 

・B1 以上の知的障害者 

・3級以上の精神障害者 

・被爆者手帳の交付を受けた者 

 

バス･電車の利用にあたっては、次の割合による本人負担に

より、運賃に換算して 5000 円分乗車できるプリペイドカー

ド（おでかけ乗車券）を購入し、さくらカードの提示により

運賃を支払う。 

・高齢者・被爆者→運賃の 2割（1,000 円） 

・障害者    →運賃の 1割 (  500 円) 

 

Ｈ16 年度実績 545,007 千円 交付者数 67,797 人 

Ｈ17 年度実績 555,790 千円   〃    73,698 人 

Ｈ18 年度予績 584,200 千円   〃    77,400 人(1 月末) 

 

該当なし 

 

バス事業者との協議を要するが、 

合併後は富合町域を含む全市域、全

市民を対象として事業を実施する。 

 

 

 

 

 

 



 

熊本市・富合町合併協議会 項目別調整内容 

作業部会名：健康福祉部会

協議項目 ３１ 各種福祉制度の取扱い 小項目名 ２ 住宅改造居宅介護支援員派遣事業 

調整方針 新市の事業として継続する 

 

調  査 現           況 

市町名 熊  本  市 富  合  町 

調整の具体的内容 

市
町
別
内
容 

 

（目的） 

 住宅を改造する場合、住宅改造居宅介護支援員（以下「支

援員」という。）を派遣し、当該住宅の改造に関する相談や

助言を行うことで、高齢者の快適な居住環境の整備を図る。

 

（定義） 

 支援員とは、市長が定める高齢者及び障害者住宅改造費助

成事業により派遣される者をいう。 

 

（運営方法） 

 下記の職種で構成されるチームにより運営する。 

(1)介護福祉士又はソーシャルワーカー 

(2)理学療法士又は作業療法士及び保健師 

(3)建築士 

 

（派遣対象者） 

･65 歳以上で介護保険法の要介護認定､要支援に該当した者 

･65 歳未満で身体障害者手帳 1級･2 級所持者､療育手帳 A1 

A2 所持者 

（その他） 

 

 熊本市住宅改造居宅介護支援員派遣手数料徴収条例によ

り手数料を徴収する。 

 
該当なし 合併後は富合町域を含む全市域、全

市民を対象として事業を実施する。  

 



 

熊本市・富合町合併協議会 項目別調整内容 

作業部会名：健康福祉部会

協議項目 ３１ 各種福祉制度の取扱い 小項目名 ３ 生きがい推進事業 

調整方針 新市の事業として継続する 

 

調  査 現           況 

市町名 熊  本  市 富  合  町 

調整の具体的内容 

市
町
別
内
容 

 

・高齢者がその経験と知識を生かし、希望と能力に応じた生

産または創造的活動に参加することによって、生きがいを高

め、その生活を豊かにするために、８箇所の生きがい作業所

と２箇所の老人福祉センターで、陶芸、園芸、手編、木彫の

各講座を開催する。 

 

・市民から無償で借り上げた土地を、一人あたり１０㎡程度

貸与し、高齢者の生きがいとふれあいを深めるとともに、農

作業を通じて健康維持を図っている。 

 （市内６箇所） 

  

対象者 

 市内在住の６０歳以上の高齢者 

 

Ｈ18 年度予算 6,449 千円 

 

該当なし 

 

合併後は富合町域を含む全市域、全

市民を対象として事業を実施する。 

 
 

     

 

 



 

熊本市・富合町合併協議会 項目別調整内容 

作業部会名：健康福祉部会

協議項目 ３１ 各種福祉制度の取扱い 小項目名 ４ 無料寝具乾燥事業 

調整方針 新市の事業として継続する 

 

調  査 現           況 

市町名 熊  本  市 富  合  町 

調整の具体的内容 

市
町
別
内
容 

  

対象者 

  ①概ね６５歳以上のひとり暮らし及びこれに準ずる世

帯又重度身体障害者で衛生管理が困難な者 

  ②感染性疾患でない者 

  ③対象世帯の前年所得にかかる所得税が非課税 

 

事業内容 

  掛布団・敷布団・毛布を、無料で丸洗い殺菌乾燥 

 

実施時期 

  年１回 

 

 
該当なし 

H18 年度予算 1,514 千円 

合併後は富合町域を含む全市域、全

市民を対象として事業を実施する。 

 



 

熊本市・富合町合併協議会 項目別調整内容 

作業部会名：健康福祉部会

協議項目 ３１ 各種福祉制度の取扱い 小項目名 ５ 夏休み障害児・家族支援事業 

調整方針 新市の事業として継続する 

 

調  査 現           況 

市町名 熊  本  市 富  合  町 

調整の具体的内容 

市
町
別
内
容 

 

平成 15 年から、夏休み期間中（7月 21 日～8月 31 日）の障

害児預かりを委託により実施。 

 

・障害児の生活リズム維持 

・保護者の就労支援 

・保護者の介護負担軽減 

 

実施場所 

 熊本養護学校 

 熊大附属養護学校 

 湖東幼稚園 

 セルプ かがやき 

 

１日あたり受入人員  ９０人 

 

利用者負担 １日一人あたり５００円 

 

平成１８年度実績 

 利用実人員    ２６５人 

 利用延人員 １，８３７人  

 

Ｈ18 年度予算 7,300 千円 

  

 

 

該当なし 

 

ただし、民間のデイサービス事業者で対応が可能 

 

 

 

民間のデイサービス事業者との調

整が必要であるが、合併後は富合町

域を含む全市域、全市民を対象とし

て事業を実施する。 

 

 

 



 

熊本市・富合町合併協議会 項目別調整内容 

作業部会名：健康福祉部会

協議項目 ３１ 各種福祉制度の取扱い 小項目名 ６ 母子家庭等日常生活支援事業 

調整方針 新市の事業として継続する 

 

調  査 現           況 

市町名 熊  本  市 富  合  町 

調整の具体的内容 

市
町
別
内
容 

【事業内容】 

母子家庭、寡婦及び父子家庭の修学等の自立促進に必要な

事由や疾病等の社会的な事由により、一時的に生活援助、保

育のサービスが必要な場合に家庭生活支援員を派遣し、乳幼

児の保育・児童の生活指導・食事の世話・住居の掃除・身の

回りの世話等を支援し、生活の安定を図る。 

 

【種類及び内容】 

※生活援助の内容は、家事、介護その他の日常生活の援助 

※子育て支援の内容は､保育サービス及びこれに附帯する支

援 

 

【利用者負担金】 

利用世帯によって、また、サービスの種類及び時間によって、

利用者から負担額を徴収する。 

※利用時間（１時間あたり） 

 生活援助 子育て支援

生活保護世帯･市民税非課税世帯 無料 無料 

児童扶養手当支給水準所得世帯 １５０円 ７０円 

上記以外 ３００円 １５０円 

 

【委託】 

熊本市母子寡婦福祉連合会に委託している。 

 

 Ｈ18 年度予算 500 千円 

 

該当なし 
 
合併後は富合町域を含む全市域、全

市民を対象として事業を実施する。 
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